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自民党の大西ケンジ（健嗣）京都市会議員（左京

区選出）が、当選前から会計担当の役員を務めてい

たＮＰＯ法人「田中セツ子京都結婚塾」で不適切な

会計処理を行ない、それを指摘されて約２４０万円

を返還していたことが明らかになりました。法人理

事長は「経費の私的流用が明らかとなった」と言っ

ています（裏面に資料）。これが事実なら、業務上

横領に当たり、議員辞職は当然です。

６月２３日、左京区の市民ら４５人の方々

が、「重大な違法行為と当人が市議会議員

という重要な社会的立場にあることに鑑み、

一刻も早く真相を明らかにするため」と、大

西市議を京都地検に告発しました。怒りが広

がっています。

大西市議は６月１８日、弁護士を伴って記者会見

を開き、法人に約２４０万円を返還したことを認め

ながら、「私的流用はない」、（返還した理由は）

｢経理上の不備」「信頼する理事長の指摘だったの

で｣などとし、具体的な使途は一切説明しませんで

した。

この中で大西市議は、「議員になる前の３月に返

還した。今とは、切り分けて考えている」と驚くべ

き認識を示し、議員辞職を否定しました。

議員の資格に関わる重大な事実を隠して選挙を行

なったことは、有権者を欺く行為であり、断じて許

されません。

選挙前にこのような事実がありながら、大西氏を

公認し、同氏の当選を支援した自民党の責任が問わ

れています。

日本共産党京都市会議員団は、党京都府委員会と

連名で６月２３日、自民党京都府支部連合会と自民

党京都市会議員団に、党として調査し公表すること、

私的流用の事実を確認し大西氏に党として議員辞職

を求めることを申し入れました。

また、党議員団は６月１７日、市会議長に対し、

｢議会として真相究明と必要な対応を」と申し入れ

ています。

（２つの申し入れ全文は裏面に掲載）

この法人は、昨年２月に京都市が「認定ＮＰＯ法

人」と認め、補助金も交付しています。一般のＮＰ

Ｏ法人と違い、認定ＮＰＯ法人は税制上の優遇措置

が受けられるなど、より公益性が高いものです。Ｎ

ＰＯ法は、認定ＮＰＯ法人の運営が著しく適正を欠

いている疑いがあるときは、行政が施設に立ち入り、

帳簿類を検査することを定めています。

６月２３日の市会くらし環境委員会で党議員は、

指導権限を持つ京都市が立ち入り調査し、結果を速

やかに報告することを求めました。市は｢理事長に

任意で事情を聴いている。必要があれば立ち入り検

査で調査する｣と答弁しました。
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